
令和元年度生産緑地新旧対照表

生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による区域変更
（0.44ha→0.38ha）

解除年月日
H30.11.22 ②－１

都市計画決定権者の判断に
よる区域変更
（0.38ha→0.44ha）

②－２

区域変更

12地区

廃止　

７地区

名　称 位　置
変更前 面積

(ha）

追加・
区域変更・
廃止の別

変　更　理　由 備　考
図面
番号変更後

木屋元町４ 木屋元町地内
0.13

区域変更
都市計画決定権者の判断に
よる区域変更 ①

③

0.14

美井元町３ 美井元町地内
0.44

区域変更
0.44

太間町２ 太間町地内
0.35

区域変更
都市計画決定権者の判断に
よる区域変更0.35

点野一丁目２ 点野一丁目地内
0.05

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
H31.３.12 ③－

点野二丁目１ 点野二丁目地内
0.05

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（死亡）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
H31.３.26 ③－

石津元町２ 石津元町地内
0.05

区域変更
都市計画決定権者の判断に
よる区域変更（石津元町３地
区と統合）

④0.17

石津元町３ 石津元町地内
0.06

廃止

都市計画決定権者の判断に
よる石津元町２地区の区域変
更に伴い、同地区と統合する
ことによる廃止

④－

田井町２ 田井町地内
0.66

区域変更
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（死亡）後の行為
制限解除による区域変更

解除年月日
Ｒ元.６.15 ⑤0.48

国松町３ 国松町及び三井南町地内
0.19

区域変更
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による区域変更

解除年月日
Ｒ元.６.14 ⑥0.14

国松町４ 国松町及び三井南町地内
0.69

区域変更
都市計画決定権者の判断に
よる区域変更 ⑥0.74

池田本町３ 池田本町地内
0.26

区域変更
生産緑地法第８条第４項に基
づく通知に係る行為が完了し
たことによる区域変更

⑦0.18

池田本町４ 池田本町地内
0.16

区域変更
生産緑地法第８条第４項に基
づく通知に係る行為が完了し
たことによる区域変更

⑦0.07

太秦桜が丘２ 太秦桜が丘地内
0.08

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
Ｒ元.６.15 ⑧－

寝屋南一丁目３ 寝屋南一丁目地内
0.06

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
H31.４.30 ⑨－

高柳六丁目７ 高柳六丁目地内
0.12

区域変更
都市計画決定権者の判断に
よる区域変更 ⑩0.15

成美町１ 成美町地内
0.08

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
Ｒ元.９.７ ⑪－

上神田一丁目５ 上神田一丁目地内
0.51

区域変更
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による区域変更

解除年月日
Ｒ元.７.25 ⑫0.43

上神田一丁目７ 上神田一丁目地内
0.16

廃止
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による廃止

解除年月日
Ｒ元.９.７ ⑫－

中神田町12 中神田町地内
0.13

区域変更
生産緑地法第10条に基づく
買取申し出（故障）後の行為
制限解除による区域変更

解除年月日
H31.１.26 ⑫0.07

変更地区
合　計

19地区 約
4.23

計

3.36

生産緑地
地　区
合　計

286地区
約

61.50

279地区 60.63


